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○大雪消防組合消防団の組織等に関する 

規則 

 

昭和 56 年４月６日 

規 則 第 ２ 号 

 

改正 昭和 59 年７月 10 日規則第２号  平成４年５月４日規則第２号 

平成５年４月１日規則第２号  平成 10 年３月 23 日規則第１号 

平成 15 年 7 月 23 日規則第１号  平成 18 年２月１日規則第１号 

平成 18 年３月６日規則第２号  平成 19 年 10 月 18 日規則第 17 号 

平成 20 年３月３日規則第２号  平成 21 年３月 30 日規則第３号 

平成 22 年３月 31 日規則第１号  平成 23 年 7 月 22 日規則第５号 

               平成 24 年４月１日規則第３号  平成 26 年４月８日規則第 14 号 

平成 28 年３月 28 日規則第 1 号   平成 30 年２月 19 日規則第１号 

   令和３年３月１日規則第１号  令和５年３月 30 日規則第２号 

  令和 7 年３月 31 日規則第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 18 条第 2 項及び第 23 条第

2 項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級に関する事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 消防団に団本部（以下「本部」という。）及び分団を置き、女性消防団員を配置する

ことができる。 

２ 本部及び分団に、必要に応じて部及び班を置くことができる。 

３ 分団の名称及び区域は、別表第１のとおりとする。 

 （階級） 

第３条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。 

２ 消防団員の階級別定数は、別表第２のとおりとする。 

 （本部） 

第４条 本部に団長及び副団長を置き、必要に応じて部長、班長及び団員を置くことができ

る。 

２ 団長は、消防団の事務を統括し、部下消防団員を指揮監督する。 

３ 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

４ 部長、班長及び団員は、それぞれ上司の命を受けて本部事務を処理する。 

 （分団） 

第５条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。 

２ 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。 

３ 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。 

４ 部長、班長及び団員は、それぞれ上司の命を受けて分団事務を処理する。 

 （委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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   附 則（昭和 59 年７月 10 日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成４年５月４日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成５年４月１日規則第２号） 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 10年３月 23日規則第１号） 

 この規則は、平成 10年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 15年７月 23日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 18年２月１日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 18年３月６日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 19年 10 月 18 日規則第 17 号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成１９年 10 月 1日から適用する。 

附 則（平成 20年３月３日規則第２号） 

 この規則は、平成 20年４月 1日から施行する。 

附 則（平成 21年３月 30 日規則第３号） 

 この規則は、平成 21年４月 1日から施行する。 

附 則（平成 22年３月 31 日規則第１号） 

 この規則は、平成 22年４月 1日から施行する。 

附 則（平成 23年７月 22 日規則第５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 24年 4 月 1 日規則第３号） 

 この規則は、平成 24年４月 1日から施行する。 

   附 則（平成 26年４月８日規則第 14 号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成 28年３月 28 日規則第 1号） 

 この規則は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年２月 19 日規則第 1号） 

 この規則は、平成 30年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月１日規則第１号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月 30 日規則第２号） 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月 31 日規則第１号） 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第 2 条関係） 

団 分   団 区               域 

美 
 

瑛 
 

消 
 

防 
 

団 

第 １ 分 団 

中央一区、中央二区、東区、南区、西区、北区、原野区、大村区、北瑛区

（一部を除く）、美田区（一部を除く）、五稜区、美園区、福富区、三愛区、水

沢区、藤野区、置杵牛区、新区画区、明治区の一部 

第 ２ 分 団 美馬牛区、美馬牛市街地区、ルベシベ区、二股区、新星区 

第 ３ 分 団 旭区、北瑛区の一部、美田区の一部 

第 ４ 分 団 横牛区、朗根内区、俵真布区、忠別区 

第 ５ 分 団 明治区（一部を除く）、下宇莫別区、中宇莫別区、上宇莫別区、 

第 ６ 分 団 白金区、美沢区 

東 
 

川 
 

消 
 

防 
 

団 

第 １ 分 団 中央地域自治振興区 

第 ２ 分 団 西部地域自治振興区 

第 ３ 分 団 第一地域自治振興区 

第 ４ 分 団 第二地域自治振興区 

第 ５ 分 団 第三地域自治振興区 

東 
神 
楽 

消 

防 

団 

第 １ 分 団 
中央地区（中央１０区・１１区・１２区を除く）、新栄町、栄町、かつら町、錦

町、西町、東町、北町、つつじ町、南町、さくら町、旭町、緑町、新町 

第 ２ 分 団 東聖地区、ひじり野地区、中央１２区 

第 ３ 分 団 忠栄地区、志比内地区 

第 ４ 分 団 中央 10 区・11 区、稲荷地区、八千代地区 

当
麻
消
防
団 

第 １ 分 団 
市街地区（市街１区、２区、３区、４区、５区、６区、８区、９区）、中央地区

（中央１区、２区、３区、４区、５区、６区、７区）、東地区（東１区） 

第 ２ 分 団 宇園別地区（宇園別１区、２区、３区、４区） 

第 ３ 分 団 伊香牛地区（伊香牛１区、２区、３区） 

第 ４ 分 団 北星地区（北星１区、２区、３区） 

第 ５ 分 団 開明地区（開明区） 

第 ６ 分 団 緑郷地区（緑郷１区、２区、３区、４区、５区） 
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比
布
消
防
団 

第 １ 分 団 

第１区、第２区、第３区、第４区、第５区、第６区、第７区、第８区、第９区、

第１０区、第１１区、 

第２６区、東町区、西町区、南町区、北町区、中町区、新町区、寿町区、

緑町区 

第 ２ 分 団 
第１２区、第１３区、第１４区、第１５区、第１６区、第１７区、第１８区、第１９

区 

第 ３ 分 団 第２０区、第２１区、第２２区、蘭留町区、第２４区、第２５区 

愛
別
消
防
団 

第 １ 分 団 本町、北町、南町、金富、厚生、伏古、協和 

第 ２ 分 団 豊里、中央、中央町 

第 ３ 分 団 愛山、愛山町 

第 ４ 分 団 東町、愛別 

  

 

 

別表第２（第３条関係） 

区     分 団長 副団長 分団長 
副分   

団長 
部長 班長 団員 計 

美 瑛 消 防 団 １ ２ ６ ６ １０ ２０ ８５ １３０ 

東 川 消 防 団 １ １ ５ ５ １１ １１ ５９ ９３ 

東 神 楽 消 防 団 １ １ ４ ４ ８ １３ ５４ ８５ 

当 麻 消 防 団 １ １ ６ ６ ８ １４ ７４ １１０ 

比 布 消 防 団 １ １ ３ ３ ４ ８ ４６ ６６ 

愛 別 消 防 団 １ １ ４ ４ ５ １０ ４８ ７３ 

合 計 ６ ７ ２８ ２８ ４６ ７６ ３６６ ５５７ 

 

 

 

 

 

 

           （～1220） 


